
　４　第３回の専門部会は、10月5日13時30分から開催。

　　・第2回目の金額提示　労働者側864円(+20円）の提示があった。

　　・部会長は労使の提示額に大きな隔たりがあるため、次回専門部会において引き

　　　続き審議することとなった。

　　・部会長より労使各側委員に対し、改定額の提示を求めた。

　　・第1回目の金額提示　労働者側866円（+22円）、使用者側854円（+10円）を提示　

　　　した。

　　・金額に隔たりがあるため、部会長より再考を労使に求めた。

議　　事　　要　　旨

　１　労使各側より提出された意見書の補足説明が行われた。

　２　事務局より最低賃金に関する基礎調査結果についての説明を行った。

　３　金額審議　

主　　要　　議　　題

　１　参考人意見聴取について

　２　最低賃金に関する基礎調査結果説明について

　３　船舶製造・修理業，舶用機関製造業最低賃金について

　　（金額審議）

　４　その他

出　　席　　状　　況

　公益を代表する委員 出席３人 定数３人

　労働者を代表する委員 出席３人 定数３人

　使用者を代表する委員 出席３人 定数３人
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開　　催　　日　　時 　平成27年10月1日　13時25分～14時48分


